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気候変動に関する気象庁の取組
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IPCCシンポジウム「くらしの中の気候変動」（令和元年11月21日）



はじめに（地球温暖化と異常気象）

平成30年７月中旬以降の記録的な高温平成３０年７月豪雨

■観測史上1位の降水量（72時間）を更新した地点

観測史上１位を更新した地点数︓12３地点
７⽉としての１位を更新した地点数︓264地点

2018年夏に⽇最⾼気温40℃以上を観測した地点

 前線が活動活発な状態で長期間停滞し、西日
本を中心に、比較的雨の少ない地方も含む広
い範囲で記録的な大雨（11府県で大雨特別警
報を発表）。

 広範囲で数日間続いた大雨により全国の降水
量の総量が経験したことのないものとなった。

 太平洋高気圧とチベット高気圧の張り出しがとも
に強く、晴れて気温が上昇する日が多かったため、
東日本の平均気温が1946年の統計開始以降最高
を記録。

 特に7月23日には、熊谷（埼玉県）で日最高気温
41.1℃を記録して歴代全国１位を更新。

■平成30年夏の平均気温
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 これらの背景として、地球温暖化に伴う気温の上昇と水蒸気量の増加が寄与したと考えら
れる（平成30年度異常気象分析検討会より）

 地球温暖化により、「平成30年7月豪雨」雨量が約6.7%増加していた（川瀬2019）
 地球温暖化が無ければ、異常高温が起こる確率ほぼO％（今田2019）



気象庁による気候変動に関する情報の収集・提供等の体制

3

海洋観測

陸

海

2隻体制による高精度海洋観測

静止気象衛星
「ひまわり８号・９号」空

熱・ＣＯ２
海洋吸収

CO2
森
林
吸
収

航空機観測

航空機による温室効果ガス観測

CO2
人工排出

日射・放射・温室効果ガス観測網
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気候変動に関する観測・監視体制
データ収集・解析・予測

スーパーコンピュータ等
を活用した、地球温暖化
関係データの解析・予測

正確な監視・予測情報の提供

気候変動監視レポート 地球温暖化予測情報

海洋の健康診断表



気象庁による気候変動に関する情報の収集・提供等の体制
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21世紀末には、年平均気温は全国平均で4.5℃上昇するなど、

全国的に有意に上昇する。地域別にみると、高緯度地域ほど
上昇が大きい。 (地球温暖化予測情報第９巻）

年平均気温の地域別変化量（左）と変化分布図（右）（単位：℃）

1時間降水量50 mm以上の短時間強雨の年間発生回数は増加して
いる（信頼度水準99％で統計的に有意）。1976～1985年平均では
1,300地点あたり約226回だったが、2009～2018年平均では約311回
と約1.4倍に増加している。 (気候変動監視レポート２０１８）

1時間降水量50 mm以上の年間発生回数の経年変化（1976～2018年） 日本近海の海域平均海面水温（年平均）の上昇率（℃/100年）

日本近海における、2018年ま
でのおよそ100年間の上昇率
は+1.12℃/100年で、世界全体
で平均した海面水温の上昇率
よりも大きく、日本の気温の上
昇率と同程度の値である。

（海洋の健康診断表）

北西太平洋の表面海水中の水素イオン濃度指数(pH)の長期変化

東経137度線におけるpHは10

年あたり約0.02低下しており、

観測を行っている全ての緯度

帯において、海洋酸性化が進

行している。

(海洋の健康診断表）
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気候変動対策に関する近年の情勢

 パリ協定の合意、発効 （2015年12⽉合意、2016年11⽉発効）
「２度⽬標」のもと、⽶中含む全ての国がGHG排出削減⽬標を5年毎に提出・更新 2020年開始
 パリ協定の合意、発効 （2015年12⽉合意、2016年11⽉発効）
「２度⽬標」のもと、⽶中含む全ての国がGHG排出削減⽬標を5年毎に提出・更新 2020年開始

 IPCC第5次評価報告書公表 （2013~2014年）
「気候システムの温暖化は疑う余地がない」、重要な不確実性（海洋貯熱量、海洋へのCO2吸収量、エーロゾルと雲の相互作⽤等）
 IPCC第5次評価報告書公表 （2013~2014年）
「気候システムの温暖化は疑う余地がない」、重要な不確実性（海洋貯熱量、海洋へのCO2吸収量、エーロゾルと雲の相互作⽤等）

 IPCC第６次評価報告書作成 （2015~2022年）
３つの特別報告書（1.5℃、海洋・雪氷圏、⼟地利⽤）、インベントリ作成マニュアル改訂、各作業部会評価報告書及び統合報告書の作成作
業中

 IPCC第６次評価報告書作成 （2015~2022年）
３つの特別報告書（1.5℃、海洋・雪氷圏、⼟地利⽤）、インベントリ作成マニュアル改訂、各作業部会評価報告書及び統合報告書の作成作
業中

世界の主な動静

 「気候変動適応法」施⾏（2018年12⽉）
法制化により、今後地⽅公共団体等での適応計画策定等の動きが加速する⾒込み。
 「気候変動適応法」施⾏（2018年12⽉）
法制化により、今後地⽅公共団体等での適応計画策定等の動きが加速する⾒込み。

 「気候変動の影響への適応計画」閣議決定 （2018年11⽉）
政府の気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画
 「気候変動の影響への適応計画」閣議決定 （2018年11⽉）
政府の気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画

 「地球温暖化対策計画」閣議決定 （2016年5⽉）
パリ協定を踏まえ、我が国の対策を総合的かつ計画的に推進
 「地球温暖化対策計画」閣議決定 （2016年5⽉）
パリ協定を踏まえ、我が国の対策を総合的かつ計画的に推進

国内の主な動静
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 近年、国内外で気候変動対策に関する動きが活発化。
 特に、国内では適応策の重要性に対する認識が急速に⾼まりつつある。
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気候変動適応法（2018年12月1日施行）

666
環境省資料より

今後、⾃治体等での適応策策定の動きが加速
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２-１ 農林水産業
農水省
環境省

３－１ 気候変動等に関する科学的知見の
充実及びその活用に関する基盤的施策
気候変動に関する情報や大雨等の詳細

な情報提供
<文科、国交（気象庁）、環境>
気候の将来予測、解析情報の提供、高

度化、解説情報の提供<国交（気象庁）>

２－２ 水環境・水資源
国交省
環境省

２－３ 自然生態系
環境省、農水省

２－４ 自然災害・沿岸域
国交省、警察庁、
総務省、農水省、
環境省、内閣府

２-5 健康
総務省、文科省、厚
労省、農水省、経産
省、国交省、環境省

２-６ 産業・経済活動
経産省、環境省、
国交省、金融庁

２-７ 国民生活・都市生活
国交省、厚労省、
環境省、警察庁、
農水省、文科省

３－２ 気候変動等に関する情報の収集、
整理、分析及び提供を行う体制の確保に関
する基盤的施策
関係府省庁が連携した気候リスク情報等

の普及啓発活動の推進
<文科、農水、国交（気象庁）、環境>

３－３ 地方公共団体の気候変動適応に関
する施策の促進に関する基盤的施策
地域レベルの気候変動、適応策に関す

る情報共有・連携強化 <農水、国交（気
象庁）、環境>

普及啓発<国交（気象庁）>

第3章 気候変動に関する基盤的施策 *気象庁関係箇所抜粋

第2章 気候変動適応に関する分野別施策

第１章 気候変動適応に関する施策の基本的方向性

「気候変動適応法第7条（政府は気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関す
る計画を定めなければならない）」に基づく計画
「気候変動適応法第7条（政府は気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関す
る計画を定めなければならない）」に基づく計画

目標：気候変動適応法は、気候変動に起因して、生活、社会、経済及び自然環境における気候変動影響が生じていること並びにこれが長期にわたり
拡大するおそれがあることに鑑み、気候変動適応を推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

気候変動適応計画（2018年11月27日閣議決定）

３－５ 気候変動等に関する国際連携の確保及び国際協力の推進に関する基盤的施策
我が国の技術を適応分野での国際協力への活用<文部科学省、国交（気象庁）>
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気象庁・文科省の取組（適応策と気候変動情報）

適応計画策定

 適応策の策定には気候変動の実態（観測）⇒⾒通し（予測）⇒各分野への影響予測・評価⇒適応策という形
で検討される。

 気候変動の実態と⾒通しに関する情報は、適応策策定のための最も基礎的な情報となる。

・気温
・降水量
・顕著現象

適応策各分野の
影響予測・評価

・気温
・降水量
・顕著現象

気候変動の見通し気候変動の実態

・海面水温
・海面水位等

・海面水温
・海面水位等

大気の観測

海洋の観測

大気の将来予測

海洋の将来予測

＜農業＞

・品種改良
・品質低下対策

＜健康＞

・熱波予報
・熱中症予防
ガイドライン

＜農業＞

＜水産＞

＜健康＞
収量予測

搬送者数予測

漁獲高予測

＜防災＞

浸水被害予測

など

＜水産＞

＜防災＞

・堤防の整備
・ハザードマップ

など

・モニタリング

などなど

影響評価結果
の提供
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気候変動研究（実態と見通し）

・実態解明
・気候モデル開発

など研究成果の
提供

検証・補正

見解の提供
見解の提供

知⾒の解説

気候予測
データセット
の提供

気象庁・文科省



気象庁・文科省の取組（枠組）
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気象庁
 気候システムの観測・監視・
予測・情報提供

 気候システムの理解促進に資
する観測、モデル開発、研究

気候変動に関する懇談会
（気象庁・⽂科省共催）
 気候変動の実態⾒通しに関する評価・分析
 有効な情報提供・利活⽤に関する検討

⽂部科学省
 統合的気候モデル⾼度化研究プ
ログラム（FY2017－2021）

 気候変動適応社会実装プログラ
ム（FY2015－2019）

 データ統合・解析システム
(DIAS）、スパコン

我が国における気候変動の評価と⾒解の取りまとめ
（2020年度）

気候変動の実態と⾒通し

情報の⾼度化に資する枠組みとして、研究から分析・評価、情報提供までをオールジャパンで体
系的に取り組むため、⽂部科学省と共催で平成30年度より開催。

影響評価・予測研究、各省プロジェクト

中央環境審議会
気候変動影響評価等⼩委員会
 適応計画⾒直しを⾒据え、基礎
資料となる気候変動影響評価を
定期的に実施

気候変動の影響評価報告書
（2020年度）

影響評価・適応（環境省中⼼）

我が国の気候変動予測データセット・解説書の整備・
提供（2022年度）

見解をインプット見解をインプット

影響評価・
予測の基
盤情報とし
て提供

影響評価・
予測の基
盤情報とし
て提供

データ利用
者の観点か
らのフィード
バック

データ利用
者の観点か
らのフィード
バック

政府・⾃治体の気候変動対策推進への貢献
⼀般国⺠への普及啓発・意識醸成、IPCCやパリ協定等への国際貢献
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【目標１】定期的に気候変動の実態と見通しについて総合的に検討
し、我が国の気候変動に関する情報の統一的な見解をまとめる。
⇒「気候変動評価レポート2020」をまとめる。（2020年度）

【目標２】各地域や各分野の適応に必要な要素・解像度・予測対象
期間を踏まえた我が国の気候予測データセットを整備し、利用者
（影響評価研究者や地方公共団体、事業者等）に提供する。
⇒我が国の基盤的な気候予測データセットを提供する。
（2022年度）

【目標３】気候予測データセットの利用者に向けた解説書を作成す
る。
⇒気候予測データセットの解説書（データカタログ含む）提供する。
（2022年度）

気象庁・文科省の取組（目標）



ご清聴ありがとうございました
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